長崎市地球温暖化防止活動推進センター指定法人公募要領
１　概要 
（１）募集の目的　　長崎市では、「長崎広域連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画（以下「実行計画」という。）」に基づく施策を着実に推進していくため、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下「法」という。）第38条の規定に基づき、「２　応募者の資格に関する事項」の条件を満たす市内の法人の中から１法人を長崎市地球温暖化防止活動推進センター（以下「長崎市センター」という。）として指定します。
ついては、長崎市センターとして指定を申請する法人を広く募集します。
なお、指定された法人（以下「指定法人」という。）には、法施行規則第９条　　の規定による事業計画書に基づいて、長崎市センターとして実施する長崎市の地球温暖化対策事業の一部を毎年度委託する予定です。
（２）指定期間　　　３年間（令和８年４月１日から令和１１年３月31日まで）とします。
ただし、指定期間の状況を鑑み、２年間に限り再度の指定を１回受けることができることとします。

２ 応募者の資格に関する事項
応募できる法人は、法第３８条の規定に基づき、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第２条第２項の特定非営利活動法人（応募時に法人格を有している団体）であって、以下の要件を全て満たす法人とします。
（１）長崎市内に主たる事務所を有し、１年以上同一事業を実施していること。
（２）地球温暖化防止をはじめ環境に係る定期的な活動実績があること。
（３）拠点（※1）において、日常生活における地球温暖化対策や環境活動等に関する相談対応、
助言等を行うためのスタッフを原則２名以上常時配置できるものであること。（環境講座等に出向いている時は１名以上とする。）
※1拠点の詳細
開館時間：火～土曜日　10：00～18：00、日曜日　9：00～14：00
	所在地
	階層
	面積
	備考

	桜町1-12
	1階
	96.0㎡
（29.04坪）
	・エレベーターあり


　　　　　上記所在地については、今後の公共施設の状況等により、指定期間であっても移転する　可能性があります。
移転の際は、市が設置した備品の移転費用は市が、法人が設置した備品の移転費用は法　人が負担することを想定しています。
　　　　（参考）年間来館者数：約1,500人、使用状況：相談対応、講座実施（一部）、レンタル　　　スペース等
（４）長崎市契約規則（ 昭和39年長崎市規則第26号） 第2条第1項に規定する者（同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。） に該当しない者及び同条第2項各号に該当しないと認められる者であること。
（５）長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領（平成7年11月7日施行） 及び長崎市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱（平成24年長崎市告示第85号）の規定に基づく指名停止措置の期間中でない者並びに長崎市事業所実態調査実施要領（平成16年長崎市告示第305号） 及び長崎市元請・下請関係適正化指導要綱（平成24年長崎市告示第829号）の規定に基づく入札参加制限措置の期間中でない者であること。
（６）民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがあった者(更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)でないこと。
（７）破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。
（８）長崎市税、本店が所在する都道府県の事業税、消費税又は地方消費税の滞納がないこと。
（９）本公募に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれていない者であること。
（10）特定の公職にある者（候補者を含む）又は政党を推薦、支持、反対する活動を行う団体でないこと。
（11）宗教活動や政治活動を行うことを目的とする法人ではないこと。

３ 長崎市センターが実施する事業
（１）サステナプラザながさきの運営（想定事業規模：年間約1,200万円）
市民、事業者等の環境行動の推進役として「サステナプラザながさき」（以下「プラザ」という。）において、市民等からの相談、助言、支援等に対応し、周知・啓発を行うなど広く市民の環境行動を推進する業務を行う。
　　ア　開館時間、休館日
プラザの開館時間及び休館日は次のとおりとする。
（ア）開館時間
	曜日
	開館時間

	火曜日～土曜日
	午前10時から午後6時までの1日8時間

	日曜日
	午前9時から午後2時までの1日5時間


（イ）休館日
ａ　月曜日
ｂ　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
ｃ　12月29日から翌年の1月3日まで
　　イ　市からの委託事業
　　　　プラザにおいて行う主な事業は次のとおり。なお、各年度の具体的な事業内容については市及び指定法人において協議のうえ決定する。
（ア）窓口や問い合わせに係る業務
　　　　　市民からの環境活動に関する相談対応、環境保全活動や地球温暖化の現状などに関する情報・資料を収集し、市民へ提供する等、窓口業務を実施すること。
（イ）プラザの認知度の向上
　　　　　プラザの市民への認知度を向上させる事業を実施すること。
（ウ）環境講座（サステなひろば）の実施
　　　　　地球温暖化防止等に関する講座を各年度規定回数以上開催することとし、講座内容は市民の集客を見込めるものとすること。　　　
　　　　　　※規定回数は年15回以上を基本として、各年度双方協議のうえ決定する。
　　（エ）環境講座（サステなひろば・出張版）の実施
　　　　　地球温暖化防止等に関する自治会向けの講座又は市役所や地域のイベント、祭り等に参加し周知を図る事業を、合わせて各年度規定回数以上開催すること。
　　　　　　※規定回数は年20回以上（地域のイベントへの参加を半数以上とする）を基本として、各年度双方協議のうえ決定する。
（オ）広報活動の実施
　　　　　地球温暖化の現状や地球温暖化対策の必要性の広報活動、プラザの事業全体の広報を行うこと。
　　　　　若者世代が地球温暖化対策への関心が低いため特に若者世代を重点的に広報を行うこと。
　　（カ）環境ESD講座に係る業務
　　　　　講座の周知チラシを作成し小・中学校に周知を行い、申し込みがあった学校へヒアリングを実施のうえ日程等を調整
調整の内容に従い講師を選定し講師の派遣を行うこと。なお、講師に対して謝礼金を支払うこと。
講座当日の対応として実施の記録を行い市へ報告すること。
　　　　　年間３回程度実施すること。
※実施回数は各年度双方協議のうえ決定する。
※EDS講座とは
　ESD講座は小・中学校の授業での実施に限定し、テーマに応じた事前学習による知識の習得、体験やフィールドワークを通じた実感、学んだことを発表するアウトプットすることまでを基本的な学びのサイクルとしており、複数回による比較的深い学びを得ることを想定した事業である。
（キ）親子環境教室に係る業務
　　　「山の生きもの観察会」「海辺の生きもの観察会」「川の生きもの観察会」の３つの観察会を実施すること。
　　　実施に当たっては、周知チラシを作成し特に小・中学校に対して周知を行い、参加者の受付、講師の調整、講師への謝礼金の支払を行うこととし、当日は実施の記録を行い市へ報告すること。
（ク）「フードドライブ」事業の実施
市が実施する「フードドライブ」事業の窓口として、市民から寄付される食品を一時的に預かり、記録、管理すること。
預かった食品は、市が指定する場所に引き渡すこと。
　　（ケ）長崎市地球温暖化防止活動推進員の活動支援等に係る業務
長崎市地球温暖化防止活動推進員（以下「推進員」という。）の活動支援等に係る業務について、推進員への研修の実施などによる支援、活動の場の提供、活動状況の把握を行うこと。
推進員による出前講座を年間規定回数以上行うこと。
※規定回数は年30回を基本として、各年度双方協議のうえ決定する。
　　（コ）地域における地球温暖化防止活動推進等に係る業務
長崎市域における地球温暖化防止等の普及啓発に係る業務を環境団体等と協働して行うこと。
　　（サ）地球温暖化防止活動に係る周知・啓発事業の検討
事務局としてながさきエコライフ実行委員会の運営を行い、地球温暖化防止活動の市民に対する効果的な周知・啓発事業の検討を行うこと。
　　（シ）「ながさきエコネット」の支援
市民の環境行動を促進するため、「ながさきエコネット」の普及啓発及び賛同を図り、賛同数の集計を行うこと。また、「ながさきエコネット」の活動支援を行うこと。
（２）自主事業（指定法人の自主財源で実施）
　　市からの委託事業に加え、自主事業を提案することができる。
[bookmark: _GoBack]自主事業は、プラザの開館時間の延長などの提案や、市民の環境行動の実践につなげる取組みで、市からの委託事業を補完又は相乗効果を発揮するものなどとすること。
　　　
４　スケジュール
	資料配布期間
	令和7年12月３日　から

	質問受付
	令和７年12月3日　から　令和７年12月10日　まで

	質問回答
	令和７年12月15日

	参加表明書　提出期限
	令和7年12月17日　17時00分（必着）まで

	参加資格確認通知の送付
	令和７年12月19日

	提案書　提出期限
	令和8年2月2日　12時00分（必着）まで

	ヒアリング、審査会実施日
	令和８年2月上旬（予定）　

	選定結果通知
	令和８年２月中旬（予定）

	指定期間
	令和８年４月１日から令和１１年３月31日まで
ただし、指定期間の状況を鑑み、２年間に限り再度の指定を１回受けることができることとします。


　　
５　資料等の配布について
　　様式等、関係資料については長崎市ホームページにより公開するものとし、参加者が自らダウンロードして入手するものとする。
　　https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/70890.html

６　質問の受付
（１）受付方法 
質問書（様式１）に記入の上、電子メールにより下記送信先に送信すること。市の担当者が受信を確認した場合は、送信されたアドレスに対し受信した旨の返信を行う。
（２）受付期間 
令和７年12月3日（水）から令和７年12月10日（水）まで
※期間内かどうかは電子メールに記載された「送信日時」によるものとする。
（以下全手続きにおいて同じ。）
（３）送信先 
長崎市ゼロカーボンシティ推進室　担当　長尾
E-mail: zero_carbon@city.nagasaki.lg.jp
（４）質問に対する回答
令和７年12月15日（月）　
質問者に対し、質問書記載の電子メールアドレスへ個別に回答し、市HPへも掲載する。
７ 参加表明の手続き 
（１）提出書類　　　参加意思表明書（様式２）
（２）提出期限　　　令和７年12月17日（水）　17時00分（必着）まで
（３）提出方法　　　電子メールによるものとし、送信先は６（３）と同様とする。
（４）受領確認　　　市の担当者が受信を確認した場合には、送信されたアドレスに対し受信した旨の返信を行う。
（５）資格確認　　　市は参加意思確認書の提出があった者の資格確認を行い、相手方に対し資格の有無について通知（様式３）を行う。

８　応募の手続き
（１）提出書類　
ア　長崎市地球温暖化防止活動推進センター指定申請書（様式４※押印必要）及び添付書類
（添付書類）
・定款又は寄付行為の写し
・登記事項証明書
・役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
・役員や職員が地球温暖化対策やそれに関連する活動に関わったことがわかる書類（活動報告書等）
　　　　　・正味財産増減計算書（直近の年度分）
　　　　　・収支計算書（直近の年度分）
　　　　　・貸借対照表（直近の年度分）
　　　　　・財産目録
　　　　　・国税に滞納がないことの証明書（納税証明書３の３）
　　　　　・県税に滞納がないことの証明書
・市町村税に滞納がないことの証明書
イ 運営〔組織〕体制図（様式５）
　　ウ 活動実績書（様式６）
　　エ 事業費総括表（様式7）
オ 事業計画書（様式8－１～様式8－８）
　　　次に掲げる項目についてそれぞれの事業計画を記載して提出してください。
（ア）プラザの認知度の向上【3（1）イ（イ）の事業】（様式８－１）　
　　　（イ）環境講座（サステなひろば）の実施【3（1）イ（ウ）の事業】（様式８－２）
　　　（ウ）環境講座（サステなひろば・出張版）の実施【3（1）イ（エ）の事業】（様式８－３）
　　　（エ）広報活動の実施【3（1）イ（オ）の事業】（様式８－４）
　　　（オ）長崎市地球温暖化防止活動推進員の活動支援等に係る業務【3（1）イ（ケ）の事業】（様式８－５）
　　　（カ）地域における地球温暖化防止活動推進等に係る業務【3（1）イ（コ）の事業】
（様式８－６）
　　　（キ）「ながさきエコネット」の支援【3（1）イ（シ）の事業】（様式８－７）
　　　（ク）自主事業【3（2）の事業】（様式８－８）
【作成にあたっての注意点】
記載方法は自由としますが、規格はA4サイズ、文字の大きさは12ポイントに統一してください。また、図などを用い内容を簡潔にしてください。
　　カ 確認書（様式９－１）及び同意書（様式９－２）
様式９－１…申請要件を満たしていることについての確認書
様式９－２…長崎市による申請法人の要件充足の関係機関照会に関する同意書
（２）提出期限　　令和８年2月2日（月）　12時00分（必着）まで
（３）提出方法　　６（3）と同様。（様式４はPDFを提出すること。）
（４）受領確認　　市の担当者が受信を確認した場合には、送信されたアドレスに対し受信した旨の返信を行う。

９ 審査会
（１） 開催日　　　令和８年２月上旬　予定（詳細は別途連絡）
（２） 審査会場　　別途連絡
（３） 実施方法　　参加者が多数ある場合には、あらかじめ定めた審査基準に基づく事前審査（書類審査）を実施し５者程度に絞り込んだうえで、ヒアリングによる審査会を実施するものとする。

10　審査項目、選定方法
（１） 審査項目については、次のとおりとする。
	No
	評価項目
	評価内容
	配点

	1
	実施能力
	法人の人的能力
	・市の温暖化対策を実現するにあたっての知識、経験、実績等があるか
	５点

	2
	
	法人の財務状況
	・長崎市センター業務を遂行するにあたり財務状況は良好か
	５点

	3
	提案内容評価
	プラザの人的体制
	・長崎市センター業務を遂行できる人的体制か
	10点

	４
	
	プラザの認知度の向上
	・効果的な広報活動の提案内容か
・プラザの認知度向上に貢献する提案内容か
・若者世代に遡及する広報活動の提案内容か
	10点

	５
	
	環境講座（サステなひろば）の実施
	・環境行動に関心・興味を持つことに繋がる提案内容か
・市民の集客を見込める提案内容か
	10点

	６
	
	環境講座（サステなひろば・出張版）の実施
	・環境行動に関心・興味を持つことに繋がる提案内容か
・自治会や地域のイベントに積極的に出向く提案内容か
	10点

	7
	
	広報活動の実施
	・多様な手法により広報活動を行う提案内容か
・多くの市民、事業者に訴求力のある、有効な普及啓発・広報企画が盛り込まれた提案内容か
	10点

	8
	
	長崎市地球温暖化防止活動推進員の活動支援等に係る業務
	・推進員に対して十分な支援となる提案内容か
・推進員への十分な活動の場を提供する提案内容か
	10点

	9
	
	地域における地球温暖化防止活動推進等に係る業務
	・環境団体と十分に協働する提案内容か
・幅広な協働の相手が多数参加し、幅広な連携が見込まれるような提案内容か
	10点

	10
	
	「ながさきエコネット」の支援
	・ながさきエコネットの浸透と拡大を図れる提案内容か
・ながさきエコネットへの十分な活動支援を行う提案内容か
	10点

	11
	
	自主事業
	・プラザの運営に当たり効果的な提案内容か
・他の事業を補完又は相乗効果を見込める提案内容か
	10点

	合計
	100点



（２） 選定方法については、審査、評価を行い、委員1人当たり100点満点で採点を行い（委員5名のため最高得点500点満点）合計得点が最も高い応募者を選定する。なお、合計得点が同点の場合は、上記基準におけるNo４からNo7までの項目の合計得点が高い応募者を選定するものとする。なおも同点の場合は、委員の協議により決定する。
また、審査の結果、委員全員の採点の合計点数を、委員の数で割った点数が60点未満の提案については選定しない。
（３） 審査委員
応募者は、委員名の公表から採用候補提案を決定するまでの間、委員への接触、不当な働きかけを行わないこと。違反した者は失格として取り扱う。
	所属
	氏名

	長崎市保健環境自治連合会
	島崎　静夫

	長崎商工会議所
	小笠原　至美

	県民ボランティア活動支援センター
	中島　るり子

	株式会社テレビ長崎
	高比良　順子

	長崎県県民生活環境部　地域環境課
	赤澤　貴光



１１　選定結果通知
　　審査会後、決定及び非決定結果は、提案書を提出した全ての者に対し、令和８年２月中旬ごろ（予定）に通知する。（様式１０）
なお、選定結果については様式１０に記載する内容以外は開示しない。

１２　指定後の義務
　　  指定法人は、法施行規則第９条の規定に基づき、毎年度次の報告を市に行うものとします。
　　　（事業開始前）　事業計画書及び収支予算書
　　　（事業終了後）　事業報告書及び収支決算書
　　 ただし、事業実施の初年度である令和８年度の事業計画書及び収支予算書については、法人決定後、市と協議を行った後提出するものとします。

１３　指定後の責任分担
　　　指定法人と長崎市とのプラザ運営に係る責任分担については、次のとおりとします。　　　
	項　　目
	長崎市
	指定法人

	自主事業リスク
	自主事業の実施に伴い発生するリスク
	
	○

	施設設備等の損傷
	管理上の瑕疵による施設・設備・備品の損傷
	
	○

	
	経年劣化等管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品の損傷
	協議事項

	損害賠償
	管理上の瑕疵による施設・設備・備品の不備による事故や火災等に伴う利用者への損害
	
	○

	
	管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品の不備による事故や火災等に伴う利用者への損害
	協議事項

	不可抗力
	自然災害等による施設・設備・備品の損傷、利用者への損害
	協議事項

	業務開始前の準備及び業務引継ぎにかかる費用負担
	
	○

	運営管理（案内、苦情対応等）
	
	○

	災害時対応（連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置）における指示等
	○
	

	災害復旧（本格復旧）
	○
	



１４　指定後のプラザ運営に係る費用分担
　　　指定法人と長崎市とのプラザ運営に係る費用分担については、次のとおりとします。なお、指定法人負担となっている費用負担は、相当額を委託費の積算に組み込みます。
	項　　目
	長崎市
	指定法人

	プラザの賃料
	○
	

	電気料
	
	○

	水道料
	
	○

	下水道使用料
	
	○

	ガス料（都市ガス）
	
	○

	建物総合損害共済基金分担金
	
	○

	警備・管理等
	
	○

	空調設備冷暖房切替
	○
	

	消防用設備等保守点検
	○
	

	清掃等
　※使用するトイレ（消耗品含む）及び共用部の清掃
	
	○

	貯水槽清掃
	○
	

	エレベーター保守
	○
	

	そ害虫駆除
	○
	



１５　備品の配置
サステナプラザながさきの運営に当たって、次に掲げる備品を長崎市が配置する。
また、長崎市が配置する備品は適切な管理を行うこととし、長崎市が配置する備品以外にサステナプラザながさきに備品を配置する場合は指定法人の費用負担で配置すること。
なお、指定法人が配置した備品は指定期間の終了後は指定法人の費用負担で撤去すること。
	[bookmark: RANGE!A2:C2]品　名
	個数
	サイズ・規格等

	平机
	3
	平机　W1200*D600*H700

	ローバックチェア
	8
	回転いす

	パネル（キャスター付安定脚付）
	2
	衝立　W1200*D30*H1465

	ホワイトボード
	1
	ホワイトボード　W1776*H876

	サイドキャビネット
	3
	キャビネット　W396*D577*H604

	整理ケース
	1
	整理ケース　W527*D400*H880

	全面パネル
	2
	W900*D30*H1465

	全面パネル
	4
	W1200*D30*H1465

	全面パネル
	3
	W1200*D30*H1765

	ハイカウンター
	1
	W1200*D390*H1050

	ローカウンター
	1
	W1200*D585*Ｈ700

	フォールディングテーブル
	10
	W1500*D450*H720

	ワークテーブル
	1
	H1200*D700*H700

	パンフレットスタンド
	1
	W780*D350*H1550

	ミーティングボード
	1
	ホワイトボード　W967*D400*H1300

	ミーティングチェア
	6
	椅子　W470*D520*H780

	ラウンドテーブル
	2
	丸机　直径750*H690

	オープン書庫（オープン保管庫）
	1
	W700*D400*H1850

	安定脚
	10
	SPX-F　幅420×奥47mm

	キャスター付安定脚
	6
	SPX-FK　幅420×奥47mm

	FN-3C両肘セット
	4
	　

	折りたたみチェア
	30
	W454*D108*H956



１６　指定法人の指定の取消
　　　長崎市は、指定法人が次のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めてサステナプラザながさきの運営業務（以下「運営業務」という。）の全部又は一部の停止を命ずることができます。
　　　なお、指定の取消し等に伴い指定法人に損害、損失又は増加費用が生じても、長崎市はその賠償の責めを負いません。
　　　また、指定を取消した場合において、長崎市に損害、損失又は増加費用があるときは、指定法人は長崎市に対し、その損害等を賠償することになります。
（１）指定法人が虚偽又は不正な手段により指定を受けたとき。
（２）指定法人自らの責めに帰すべき事由により、指定を受けた後、運営業務の辞退や指定の辞退の申し出により運営業務を履行しない又は履行の見込みがないと認められるとき。
　（３）運営業務の委託契約又は関係法令等の条項に違反したとき。
　（４）指定法人が本公募要領「２　応募者の資格に関する事項」に定める要件を満たさなくなったとき。
　（５）運営業務に重大な支障が生じる又は生じる恐れがあるとき。
　（６）指定法人が著しく社会的信用を失ったとき。
　（７）その他、市長が必要と認めるとき。

１７　その他 
（1） 応募者が参加資格を有しないことが判明した場合、その時点において当該応募者を失格として取り扱う。
（2） 各手続きにおける提出期限以降の提出は認めない。
※提出期限以降における各種書類等の差し替え及び追加提出は認めない。
（３） 参加表明後、提案書の提出期限の前日までは参加を辞退することができる。この場合において当該者はその旨を記載した書面を「１８　担当連絡先」に持参し届け出なければならない。
（４） 関係書類の作成及び提出に係る費用は応募者の負担とする。 
（５） 提出された書類等は返却しない。 
（６） 提出された書類等は応募資格の確認及び審査以外に応募者に無断で使用することはない。
（７） 提出書類等に虚偽の記載があった場合は、失格とする場合がある。 
（８） 受託者は本業務を実施する際には市の担当者と密接に打ち合わせを行うなど、相互の信頼関係を維持し、かつ守秘義務を遵守しなければならない。また、契約終了後においても、知り得た情報を一切漏洩してはならない。 

１８ 担当連絡先 
〒850-8685　長崎市魚の町4番1号13階
長崎市環境部ゼロカーボンシティ推進室　　担当　長尾
電話：095-829-1251　FAX：095-829-1218
E-mail: zero_carbon@city.nagasaki.lg.jp
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